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イントロダクション 

この情報要請の目的上、料金規制とは、サービス又は製品について顧客に課すことのできる価格の設

定に対する統制を料金規制機関が課す仕組みをいう。料金規制は多くの料金規制対象企業の収益の時

期及び金額に広範で重大な影響を有する。法域によっては、国内 GAAP で企業が料金規制の一部の側

面の影響を料金規制対象企業の財務諸表において認識することを許容又は要求している。IFRS には

それに相当する具体的なガイダンスがない。 

2009 年 7 月に、IASB は公開草案「料金規制事業」（「2009 年 ED」）を公表した。これは特定の種類

の料金規制スキーム（サービス原価スキーム）に焦点を当てたものであった。2009 年 ED に対する

コメント提出者は、料金規制の影響を財務諸表に反映するとした場合の方法についてさまざまな見解

を示した。それらのコメント提出者は、多くの種類の料金規制があることを強調した。彼らは、プロ

ジェクトの範囲を拡大して、会計処理ガイダンスの開発の出発点となり得る共通の特性を識別するた

めに、もっと多様な料金規制を検討することを提案した。その時点では合意に至ることができず、プ

ロジェクトは 2010 年 9 月に中断された。 

3 年ごとのアジェンダ協議から得たフィードバックを踏まえて、IASB は料金規制事業プロジェクト

を再開することを決定した。次のことを識別してより明確に説明するディスカッション・ペーパーを

作成することを目指している。 

(a)  料金規制の共通の特徴 

(b) こうした共通の特徴が、IFRS 財務諸表において認識すべき料金規制対象企業にとっての経済

的資源又は当該企業に対する請求権を創出するのかどうか 

(c) 料金規制の影響についての IFRS 財務諸表の利用者にとって も有用な情報 

このディスカッション・ペーパーを作成するプロセスの初期のステップの１つは、利害関係者がプロ

ジェクトの範囲に含まれるべきだと考える料金規制スキームの範囲を特定することである。この情報

要請（RFI）はこのプロセスに役立つものとなる。 

現段階では、料金規制の特徴が IFRS 財務諸表において認識できる又は認識すべき資産及び負債を創

出するのかどうかに関する意見は求めていない。我々が求めているのは、作業の基礎とすべき事実に

基づく証拠と実例を提供するために、現在実施されている料金規制の種類のハイレベルの概観である。

具体的な提案に対する意見の募集は、後の段階で行う。 

この公開協議には、IFRS コミュニティーのすべての人々が情報を提供することができ、それが料金

規制についての IASB の検討の際に使用されることになる。このプロセスは完全に開かれたものであ

り、受け取った回答はすべて IASB のウェブサイトで公表することになる。また、この RFI から得た

情報を、重要な料金規制スキームの一般に利用可能な記述に関するインタビューや調査により補完す

ることを図る予定である。 
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料金規制事業プロジェクトの背景 

IASB は、料金規制の共通の特性を識別して料金規制により生じる具体的な権利及び義務の分析に役

立てるための調査研究に着手している。この PFI のプロセスを通じて収集した情報を使用して、ディ

スカッション・ペーパーの範囲の決定に役立てる予定である。これは、料金規制の影響に関するどの

情報が IFRS 財務諸表の利用者にとって も有用となるのかや料金規制の影響の会計処理についての

具体的なガイダンスを開発すべきかどうかの検討に役立つことにもなる。 

料金規制 

企業が不可欠な財又はサービスを提供するために賦課することのできる価格（料率）を制約する有効

な競争がない場合には、その結果としての独占的又は支配的な市場での地位により当該企業が過大な

市場支配力を得る。こうした場合、政府が料金規制を課す場合がある。これは通常、公的機関（料金

規制機関）を設置して、それに特定の企業又は特定の区分の企業（例えば、電力配給会社や公的な運

輸サービスの提供者）の料率を制限する権限を与えることにより行われる。 

料金規制の も一般的なハイレベルの目的は、「公正で合理的な」料率の設定である。すなわち、料金

規制対象企業と当該企業の顧客の双方の利害のバランスを取る料率である。料金規制が構成される方

法（すなわち、料金設定の仕組み）は、料金規制のさらに詳細な目的を反映することになるが、その

目的はさまざまである。例えば、一部の料金規制スキームの目的は、料金規制対象企業が「算入可能

な」コストに当該コストに係る合理的なリターンを加えたものを回収できるようにすることに焦点を

当てている。他方、料金規制スキームの中には、料金規制対象企業が効率を 大限にしてコストを削

減し、それにより料金規制の対象となる財又はサービスの 終需要者に課される価格を低減させるこ

とを促すものある。 

また、料金規制の仕組みが、料金規制対象企業又はその顧客の行動に影響を与え、それにより供給又

は需要の水準に影響を与えることを図るという目的を反映している場合もある。例えば、料金規制機

関は、料金設定の仕組みの設計を、料金規制対象企業が供給能力又は信頼性を高めるためにインフラ

ストラクチャーに投資することを促すように行う場合もある。あるいは、料金規制当局は、需要を抑

制したいと考えて、顧客に課される価格を高くすることもある。料金設定の仕組みの背後にある目的

を理解することは、料金規制スキームの性質及びそれが創出する権利と義務を分析する際の重要な要

因である。 

ガイダンスの要望 

IASB と国際財務報告基準（IFRS）解釈指針委員会（解釈指針委員会）には、料金規制対象企業が IFRS
財務諸表において「規制上の繰延（又は差異）勘定」（これは「規制資産」及び「規制負債」と呼ばれ

ることが多い）の残高を認識することができるか、又は認識すべきかどうかに関するガイダンスを求

める要望が寄せられてきた。一部の種類の料金規制スキームでは、これらの規制上の繰延勘定の残高

は、さまざまなコスト（又は収益）の認識の時期が IFRS 財務報告目的と料金設定の仕組みとで相違

していることから生じる。 

2005 年 6 月に、解釈指針委員会は、米国財務会計基準審議会（FASB）の SFAS 71「特定の種類の規
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制の影響の会計処理」1における要求事項に関する要望を受けた。要望提出者は、企業が IFRS 財務諸

表において規制資産を認識することができるかどうかを質問した。これは、IFRS に具体的なガイダ

ンスがない場合に会計方針を設定する際の IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積り及び誤謬」の第

10項から第12項におけるヒエラルキーに従ってSFAS 71を適用して規制資産を認識するという考え

によるものである。 

解釈指針委員会は、SFAS 71の要求事項は IFRSの要求事項を示唆するものではないと結論を下した。

SFAS 71 を適用すると、規制上の繰延（又は差異）勘定の残高を、当該残高が関連する基準における

認識要件を満たさない一部の場合において、資産又は負債として認識する結果となってしまうからで

ある。したがって、解釈指針委員会は、IFRS を適用する企業は、規制資産の認識を、それが現行の

IFRS に従って資産として認識するための要件を満たす範囲でのみ行うべきだと結論を下した。 

さらに他にも要望があったことから、IASB は本プロジェクトを 2008 年に技術的アジェンダに追加し、

2009 年 ED を公表することとなった。2009 年 ED のコメント期間は 2009 年 11 月 20 日に終了し、

156 通のコメントレターが寄せられた。IASB はその時点では合意に至ることができず、プロジェク

トは 2010 年 9 月に中断された。 

ディスカッション・ペーパーを作成しようとしている理由 

2009 年 ED は、規制上の繰延（又は差異）勘定の残高を特定の状況において認識すべきだという前

提から出発している。これについての論拠を説明しているが、それは厳格な原価に基づく料金設定の

仕組みに焦点を当てていた。それは、発生したコストと賦課して顧客から徴収する料金との間の予測

可能で明確に識別可能な原因となる影響を有するものである。しかし、寄せられた回答は、これが正

しい出発点なのかどうかについて、より根本的な議論が必要であることを示唆していた。特に、多く

の回答が、提案されたアプローチの背後にある原則を疑問視し、むしろ提案は規則主義であり狭い範

囲の状況にしか適用できないと指摘した。 

IASB はディスカッション・ペーパーを作成することを決定したが、それは、料金規制の特徴をさら

に分析して、より基本的なレベルで、権利及び義務を創出する共通の特性を識別するためである。そ

うすれば、IASB は、そうした権利及び義務が IFRS の「概念フレームワーク」における資産及び負

債の定義を満たすかどうかを検討することができる。それらが定義を満たさない場合には、IASB は

善の方策を検討し、当該権利及び義務に関する情報の開示を要求すべきかどうかを検討することが

できる。また、2009 年 ED に対する一部のコメント提出者は、一部の項目はたとえ資産及び負債の

定義を満たさなくても財政状態計算書に認識すべきだと提案した。 

現在、IASB は「概念フレームワーク」に関するディスカッション・ペーパーを作成しており、これ

には資産及び負債の定義の再検討が含まれている。この RFI やさまざまな料金規制スキームの特性に

関する他の調査で識別した事実パターンは、資産及び負債の現行の定義に照らして検討され、また、

概念フレームワークのプロジェクトで検討中の資産及び負債の定義の変更の可能性を議論する際に使

用されることになる。 
                                                  
1  SFAS 71 のガイダンスは、その後の修正及び関連するガイダンスとともに、現在ではFASB 会計基準コード化体系

のTopic 980「規制事業」に組み込まれている。」 
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情報要請 

IASB は、料金規制スキームの実例を求めている。今後の分析のための情報を得るために、アプロー

チの範囲及びこうしたスキームの共通の特性の両方を識別するのに役立てるためである。調査の焦点

を絞るのに役立てるため、料金規制の要求のハイレベルの概要のみを求めている。特定の料金規制ス

キームについて我々がさらに調査することを決定したとした場合に、より詳細な情報をどこから入手

できるのかを、回答に示していただくと有用である。 

回答者がディスカッション・ペーパーにおいて我々が検討することが有用となると考える種類の料金

規制（すなわち、何らかの影響が IFRS 財務諸表に関連性を有する可能性のある種類の料金規制）に

焦点を当てていただくと非常に有用である。回答者が特定の種類の料金規制はディスカッション・ペ

ーパーにおいて検討すべきではないと考える場合には、これを回答の中で示していただくことも有用

である。 

すべての質問に回答する必要はなく、また、料金規制の共通の特性についての調査に関連性があると

考えられる追加的な事項があればコメントを推奨する。複数の料金規制スキームを扱いたい場合には、

それぞれのスキームを別個に扱っていただくと有用である。 

我々は 2013 年 5 月 30 日までに受け取ったすべての回答を考慮する。 

1. 規制対象の産業及びそれを考慮すべき理由 

料金規制は広範囲であり、多くの法域にわたる産業に影響を与える。IFRS 財務諸表において、記述

対象とする料金規制スキームの影響を認識することが、料金規制の影響に関する目的適合性のある情

報を財務諸表利用者に提供することになると考えるかどうかを回答者が示していただくと有用である。

どの産業に料金規制が関連するのかが分かれば、回答者が提供する情報を我々が理解しやすくなる。 

質問1 

ディスカッション・ペーパーの中で検討することが有用（又は、該当がある場合には、検討すること

が有用でない）と回答者が考える種類の料金規制について、どのような種類の財又はサービスが、記

述対象とする料金規制の対象となっているのか。 

この情報を提供する際に、次のことをお答え願いたい。 

(a) 回答者は、料金規制機関、財務諸表作成者、監査人、利用者又はその他のいずれなのか（具体的

に）。 

(b) 記述しようとしている料金規制は、どの法域におけるものなのか。 

(c) その法域は 近 IFRS を採用した法域なのかどうか。 
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(d) 料金規制対象の財又はサービスの主要な供給者（すなわち、料金規制対象企業）は、該当があれ

ば回答者の会社も含めて、主として民間セクター企業、政府系企業又は料金規制機関に密接に関

連したもののいずれなのか。 

法域がまだ IFRS を採用していなくても、回答者の意見はやはり有用である。どのような国内 GAAP

が適用されていて、料金規制スキームの影響が当該国内 GAAP に従ってどのように報告されている

のかに関する情報を記載していただくと有用である。 

2. 料金規制の目的 

料金規制の目的は、多くの要因の影響を受ける。例えば、提供しようとする財又はサービスの性質、

経済状況、環境要因などである。検討対象とする料金規制のハイレベルの目的を知ることは有用であ

る。それらの目的が料金規制機関が用いる料金設定の仕組みの性質に影響を与えるからである。 

料金規制の目的は時とともに変化する可能性がある。我々が も関心があるのは回答者の現在の状況

であるが、 近の変化又は代替的な目的に向けての動きがあったかどうかを示していただくと有用で

ある。 

質問 2 

その料金規制の目的は何か、また、その目的は料金規制機関、料金規制対象企業及び顧客の相互関係

にどのように影響を与えているか。 

この情報を提供する際に、次のことをお答え願いたい。 

(a) 当該料金規制のハイレベルの目的は何か（例えば、価格を抑制すること、供給及び需要の水準に

影響を与えること、あるいは競争を制限又は促進すること） 

(b) こうした目的が料金設定の仕組みにどのように反映されているか。例えば、次のことがどの程度

行われているか。 

(i) 料金設定の仕組みが料金規制対象企業に「適正な収益率」を与えるように設計されているか

（例えば、コストプラスの仕組み）それとも顧客にとってのコストの削減の方に重点がある

のか（例えば、価格キャップ又は他のインセンティブに基づく仕組み） 

(ii) コストと料金の関係に直接には関係しない目標を達成するインセンティブはあるか（例え

ば、効率性、サービス水準、インフラストラクチャー投資、供給能力又は信頼性の向上、代

替資源の利用、顧客の需要若しくは利用の削減） 

(iii) 当該料金規制は単価を固定するのか、それとも企業の価格設定に多少の弾力性を与えるのか

（例えば、単価、総収益、全体の収益性のいずれかに基づく価格レンジ又はキャップを通じ

て） 

(iv) 料金設定の仕組みの中に上記に含まれていない具体的な目的を反映した他の側面はあるか。
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3. 料金規制により設定される権利及び義務 

報告企業の経済的資源及び請求権の内容及び金額に関する情報は、利用者が報告企業の財務上の強み

と弱みを識別するのに役立つ可能性がある2。どのような権利及び義務が料金規制により一般的に設定

されるのかを理解することが我々にとって重要である。生じる可能性のある経済的資源及び請求権の

種類をより明確に特定することができるようになるからである。現段階では、料金規制により創出さ

れる権利及び義務の事実関係の要約を我々は求めている。それらの権利及び義務を IFRS 財務諸表に

資産及び負債として認識すべきかどうかの分析を回答者に求めてはいない。そうした分析はディスカ

ッション・ペーパーを作成する際に行う。 

質問 3 

その料金規制はどのような種類の権利又は義務を創出するのか。 

この情報を提供する際に、次のことをお答え願いたい。 

(a) 料金規制対象企業はその市場で営業を行う独占的な権利を有しているのかどうか 

(b) 企業がその市場で営業を行う権利が免許により設定されている場合には、 

(i) その免許を取得するためのコストはあるか 

(ii) その免許は取消し、更新又は移転が可能か 

(c) 競争はどのように排除又は促進されているのか 

(d) その権利又は義務はどのように表現されているのか。例えば、収益率の上限、企業固有のコスト

を回収する権利、認められた水準のコスト（企業に発生しているかどうかを問わず）を回収する

権利、特定の種類のコストが発生した場合には無制限に回収する権利など。 

(e) 企業が料金規制の対象となっている財又はサービスの供給を停止することを選択できるかどう

か。また、その場合に、 

(i) これをどのように達成するのか 

(ii) 企業にとってどのような結果となるのか 

4. 権利及び義務の強制 

料金規制対象企業の経済的資源又は当該企業に対する請求権を創出する可能性があるのは規制のどの

ような特性かを識別するのに役立てるため、料金規制により設定される権利及び義務がそれぞれどの

ように強制され又は決済されるのかを我々が理解することが重要である。 

 

                                                  
2  「概念フレームワーク」のOB13 項 
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質問 4 

質問 3 への回答で特定した権利又は義務について、料金規制対象企業はどのように権利を強制するの

か、また料金規制機関は料金規制対象企業の義務の決済をどのように強制するのか。 

この情報を提供する際に、次のことをお答え願いたい。 

(a) その料金規制は、算入可能なコストの回収の過小又は過大について遡及的に回収又は返還するこ

とを定めているか。その場合、これをどのように達成するのか。例えば、規制対象企業の外部の

関係者（個々の顧客又は顧客グループ、料金規制機関あるいは政府など）との間で、現金の支払

又は他の資産の移転を行うことを通じてなのか。 

(b) 当該権利及び義務は事業と分離可能か。 

(c) 企業が料金規制の対象となる財又はサービスの提供を停止した場合には、当該権利又は義務はど

うなるのか。 

5. コストと収益の差異の回収又は返還 

我々の理解では、多くの料金規制スキームで、料金設定の仕組みが将来のコスト及び収益の見積りを

実際の発生したコストとともに使用している。こうした状況で、料金規制機関は通常、料金規制対象

企業が見積金額と実績金額との差異の記録を維持しなければならないと要求している。こうした差異

の金額は、自動的にあるいは料金規制当局の承認により、合意された一定期間にわたって将来の料金

計算に含めることを通じて回収又は返還が行われる。 

こうした差異の金額が一般目的財務諸表に認識されるかどうかに関係なく、我々は料金規制が回収又

は返還を確保する上での有効性（特に、規制対象である財又はサービスの需要に変動があった場合）

についてもっと知りたいと考えている。 

質問 5 

その料金規制は算入可能なコストの回収の過大又は過小（すなわち、差異金額）の回収又は返還をど

のように確保しているのか（該当がある場合）。こうした仕組みは当該金額を目標の期間内に回収又

は返還する上で有効か。 

この情報を提供する際に、次のことをお答え願いたい。 

(a) こうした差異金額の回収又は返還を追跡する仕組みはどのようなものか。 

(b) 料金規制の対象である財又はサービスの需要の予想外の変動について、料金設定の仕組みはそれ

をどのように調整するのか。 

(c) 差異金額の残高を増大させるような 近の動向があったか。その場合、 

(i) これは料金規制の対象である財又はサービスの需要の増加又は減少が原因となったか。 

(ii) その動向は正味の借方ポジション（すなわち、コストの過小回収）を生じたのか、それとも
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正味の貸方ポジション（すなわち、コストの過大回収）を生じたのか 

(iii) その差異金額の主な内訳はどのようなものか（すなわち、コスト又は収益の差異の主要な区

分はどのようなものか） 

書面での回答 

IASB はこの RFI への回答を 2013 年 5 月 30 日まで募集する。回答の提出についての指示は下記に掲

載している。 

http://ifrs.org/Curent-Projects/IASB-Projects/Rate-regulated-activities/Request-for-information-M

arch-2013/Pages/Request-for-information-and-comment-letters.aspx 

すべての回答は公開文書であり、我々のウェブサイトで公開される。 
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